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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 47号

提  出  課 総務管理課

上越市固定資産評価審査委員会条例等の一部改正について

1 改正理由

行政手続における市民の負担軽減などを図るため、申請書等における押印手続を見直す

もの

2 改正内容

(1)第 1条 の規定による上越市固定資産評価審査委員会条例の改正内容

ア 審査申出人の押印に関する規定を削る。 (第 4条 関係 )

イ ロ述書の提出の際に提出者の押印を不要 とする。 (第 8条関係 )

ウ 委員及び書記の調書への押印を不要 とする。 (第 7条 から第 10条まで関係 )

121 第 2条の規定による職員の服務の宣誓に関する条例の改正内容

宣誓書の様式における押印箇所を削る。 (別記様式関係 )

131 第 3条の規定による上越市火入れに関する条例の改正内容

火入許可申請書の様式における押印箇所を削る。 (第 1号様式関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市固定資産評価審査委員会条例等改正案新旧対照表

(1)第 1条 の規定による上越市固定資産評価審査委員会条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(審査の申出)

第 4条 略

2及び 3 略

(削 除 )

4及び 5 略

(審査申出人の口頭による意見陳述 )

第 7条 略    .
2 略

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、意見を聴いた委員及び調書を作成 した

書記がこれに署名 しなければなわない __

(審査の申出)

第 4条 略

2及び 3 略

4 審査 申出書には、審査 申出人 (審 査 申出

人が法人その他の社 又 は財 岡 で あ る とき

は代表者 又は管理 人、総代 を互選 した とき

は総代、代理人 に よって審査 の 申出をす る

ときは代理人 )が 押 しな tす れ ばな らな

い 。

5及び 6 略

(審査申出人の口頭による意見陳述 )

第 7条 略

2 略

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、意見を聴いた委員及び調書を作成 した

書記 が これ に署名押印 しなけれ ばな らな

ヤヽ 。
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改  正  案 改  正  前

(1)～ (31 略

(日 頭審理 )

第 8条 略

2～ 4 略

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記

載 しなければならない

(1)～ 131 略

6及び 7 略

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、審理を行 つた委員及び調書を作成 した

書記がこれに署名 しなければな らない

(1)～ (働 略

(実地調査 )

第 9条 略

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、調査を行 つた委員及び調書を作成 した

書記 が これ に署名 しなければな らない

(1)～ 但)略
(議事についての調書 )

第 10条 略

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、議事に関与 した委員及び調書を作成 し

た書記がこれに署名 しなければならない

(1)～ 仏)略

(1)～ (3)略

(口 頭審理 )

第 8条 略

2～ 4 略

5 前項の 日述書には、次に掲げる事項を己

載 し、提出者がこれに署名押印 しなければ

ならない。

(1)～ (3)略
6及び 7 略

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、審理を行つた委員及び調書を作成 した

書記 が これ に署名押印 しなけれ ばな らな

ヤヽ 。

(1)～ (51 略

(実地調査 )

第 9条 略

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、調査を行つた委員及び調書を作成 した

書 記 が これ に署名押印 しなけれ ばな らな

V｀。

(1)～ に)略
(議事についての調書 )

第 10条 略

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、議事に関与 した委員及び調書を作成 し

た書記がこれに署名押印 しなければな らな

い 。

(1)～ 14)略
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121 第 2条の規定による職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正

(傍線部分が改正箇所 )

131 第 3条の規定による上越市火入れに関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別記様式

移且
　
　
　
誓
　
　
　
書

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
、
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的

に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日

氏

名

別記様式

心旦
　
　
　
誓
　
　
　
書

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
、
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的

に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
印

改  正  案

第 1号様式 (第 2条関係 )

火入許可申請書
年   月   日

(あ て先)上越市長

申請者  住所

氏名

電話

次のように火入れを行いたいので、上越市火入れに関する条例第 2条の規定により

申請 します。
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改  正  前

第 1号様式 (第 2条関係 )

火入許可申請書
年   月

(あ て先)上越市長

申請者  住所

氏名         @

電話

次のように火入れを行いたいので、上越市火入れに関する条例第 2条の規定により

申請します。
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1

市の行政手続における押印の見直 しについて

押印の見直 し対象

市民、事業者及び職員等が行 う各種手続において、押印を必須 としている様式の

うち、市独 自の手続で見直 しが可能な様式※

※ 市が作成する書類における職印、契約・支払事務に係る書類 (契約書、請書、

協定書、請求書、見積書など)、 内部の決裁に係 る押印を除く。

2 押印の見直 し方針 (概要 )

① 押印を求めている法令等の根拠を再確認 し、押印が必要な合理的な理由がある

手続以外は、原則 として押印を廃止する。

② 各手続において、これまで押印により推定 していた 「本人確認」 「意思確認」
「証拠性」について、その担保方法自体を見直す。

③ 個人にあつては、マイナンバーカー ドや電子認証等、新たな本人確認手段の本

格的な普及までの暫定的な措置として、書面における一定の証拠性及び市民の

利便性の観点から、 「署名又は記名押印」の選択・併用制の採用を認める。

④ 法人・団体にあつては、法人・団体の代表者の意思を確認するため、記名押印

を原則とする。

⑤ 押印に代わる本人確認方法を検討する場合、市民等の利便性向上の観点から、

極力新たな手続や様式、提示・添付書類等を増やすことがないよう留意する。

3 押印の見直 し結果 (令和 3年 5月 20日 現在 )

区  分
様式の数
(様式 )

割 合
(%)

対象 となる様式 1,707 100.0

1,589 93.1

948

641

118 6.9

105

7

6

(参考)署名 と記名の違い

「署名」 とは、自己の氏名を手書き (自 署)す ること

「記名」とは、自己の氏名を手書き (自 署)するのではなく、パ ソコンでの印字、

他人による代筆、ゴム印などにより氏名を記すこと

押印の見直 し時期

各所管課において、準備が整つた様式から、順次、押印の見直 しを行い、5月 20

日現在、見直 し済み 1,179様 式 (進捗率 :74.2%)、 6月 末までに全ての押印の

見直 し作業を完了する予定
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